
東北大学国際交流会館及びユニバーシティ・ハウス 

外国人留学生入居者募集要項 
 

   

東北大学国際交流会館及びユニバーシティ・ハウスでは、平成２８年４月期の 

外国人留学生入居者募集及び居住期間延長申請の受付を下記により行います。 

 

                                    記 

 

    ●施設及び所在地 

 

・国際交流会館三条第一会館    981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 

・国際交流会館三条第二会館    981-0935 仙台市青葉区三条町10-15 

・国際交流会館東仙台会館      983-0833 仙台市宮城野区東仙台6-14-15 

・ユニバーシティ・ハウス三条    981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 

・ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ   981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 

      ・ユニバーシティ・ハウス片平    980-0811 仙台市青葉区一番町1-14-15  

 

【ホームページ】http://sup.bureau.tohoku.ac.jp/housing/index_en.html 

 

  
(A)外国人留学生入居者募集 

 

  １ 募集居室数 

 

     ●国際交流会館三条第一会館 

      家族用（４８㎡）              ９室 

      夫婦用（４６㎡）             ３８室 

       単身（男子）用（１８㎡）       ２８室 

       単身（女子）用（１８㎡）       ３７室 

 

●国際交流会館三条第二会館 

家族用（４７㎡）           ２室  

夫婦用（３２㎡）          １１室                                 

単身（男子）用（１６㎡）       ３０室         

単身（女子）用（１６㎡）       ２１室         

 

●国際交流会館東仙台会館（本館） 

単身（男子）用（９㎡）       ８室 

単身（女子）用（９㎡）       ２室 

 

 



●国際交流会館東仙台会館（別館） 

      夫婦用（３６㎡）          ３室 

      単身（男子）用（１８㎡）       ５室 

      単身（女子）用（１８㎡）       ４室 

 

●ユニバーシティ・ハウス三条   

        Ａタイプ（男子）用（１０㎡）    １室 ※Ａタイプはシャワー・トイレが共用 

        Ａタイプ（女子）用（１０㎡）    ８室            〃                       

    Ｂタイプ（男子）用（１３㎡）   １６室 ※Ｂタイプは個室にシャワー・トイレあり     

        Ｂタイプ（女子）用（１３㎡）   １０室          〃 

      ※Ａタイプは主として学部学生用、Ｂタイプは主として大学院生用となります。 

    

●ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ 

        Ａタイプ（男子）用（１２㎡）   ２３室          

        Ａタイプ（女子）用（１２㎡）   ３７室    

 

    ●ユニバーシティ・ハウス片平  

      Ａタイプ（男子）用（１２㎡）    １３室    

      Ａタイプ（女子）用（１２㎡）    ８室 

 

  ２ 入居資格 

 

      平成２８年４月現在、東北大学に在学（在学見込みの者を含む）する外国人留学生 

     （学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生）  

      

    ※以前、留学生の身分、または配偶者の身分で６か月を超えて入居した者は、申請資格 

同居資格がありません。 

（東仙台会館への応募は可能。 ただし、過去にＵＨや会館に居住経験があった方の選

考における優先順位は低くなります。） 

以前、留学生の身分、または配偶者の身分で６か月以内居住した者は、６か月の期間

で新たに申請ができます。 

 

     ※現在、UHや会館に住んでいる者が、他のUHや会館に申請することはできません。 

ただし平成２７年１０月から単身室に住んでいる者で、家族を呼び寄せる場合は、家族

室・夫婦室へ６か月の期間で申請ができます。 

 

※以前、入居申請をして不許可となった者が入居を希望する場合は、今回改めて入居申

請することができます。 

 

３ 居住期間 

        下記のいずれかとなります。（東仙台会館のみ修業年限まで居住可） 

       ・平成28年4月1日～平成29年3月15日 



 ・平成28年4月1日～平成28年8月12日(交換留学生) 

・平成28年4月1日～平成28年9月15日 

 

※退居後の清掃が入る関係上、９月３０日まで、３月３１日までの居住期間ではありま

せん。卒業にかかる学生でも、学位記授与式までの居住はできませんので、ご注

意ください。 

 

【退居月の寄宿料について】 

       ３・８・９月の１５日までに退去する場合、当該月の寄宿料及び共益費は半額となり  

      ます。 

       但し、居住期間が９月１５日までの人が、８月１５日までに退居しても８月分は半額に

      はなりません。 

   

  ４ 寄宿料等 

        別紙の一覧を参照してください。 

 

  ５ 入居申請 

         入居を希望する者は、｢東北大学国際交流会館及びユニバーシティ・ハウス入居申

請書｣（様式１－１、１－２）に申請データを入力し、自分の所属する部局の教務担当係

にEメールにて送付してください。 

指導教員による代理申請も可能です。 

 

      提出期限：2016年1月25日(月) 情報科学研究科教務係 
     メールのタイトルは「国際交流会館入居申請」としてください。 
   
  ６ 入居許可 

         選考結果及び入居許可書を２月下旬頃に所属部局の長を通じ、申請者に通知します。 

 

  ７ 入居日等 

         入居を許可された者は、入居許可書に記載してある居住期間の開始日から７日以  

       内（ユニバーシティ・ハウスは３日以内）に、許可された入居施設にて手続きの上、入居

      すること。 

 

      入居開始日は、平成２８年４月１日（金）、または３月３１日（木）←ユニバーシティ・ハウ

ス、３月２８日（月）←国際交流会館になります。ただし、東仙台会館の一部の居室は４

月６日（水）からの入居になります。希望日を入居申請書に入力してください。 

 

※ 土・日・祝日に入居手続はできません。 

※ ３月末からの入居を希望しても、部屋の都合上４月１日からの許可となることが

あります。 

 

 



  ８ 入居許可の取消し・退去命令 

●国際交流会館 

         許可された居住期間の開始日から７日以内に理由なく入居しない場合及び許可者以

外の者を宿泊させた場合等、「東北大学国際交流会館規程」及び「指示された事項」

に違反した者は、入居許可の取消し、又は退去を命ずることがあります。 

       ●ユニバーシティ・ハウス 

         許可された居住期間の開始日から３日以内に理由なく入居しない場合及び許可者以

外の者を宿泊させた場合等、「東北大学ユニバーシティ・ハウス規程」及び「指示され

た 事項」に違反した者は、入居許可の取消し、又は退去を命ずることがあります。 

 

   ９ その他留意事項 

     ①記入漏れ等があると選考上不利になる場合がありますので、申請書すべての記入欄

      に記入漏れがないことを確認してください。（学籍番号が未定の場合は、「未定」と記入

      してください。フリガナが書けない場合は、空欄にしてください。） 

 

     ②４月から東北大学に入学予定の方も、宿舎の入居申請ができます。受験生の方は合

格発表後に申請しても間に合いませんので、入学を前提に申請してください。 

 

     ③夫婦室・家族室への入居希望者については、下記の書類を添付してください。 

 

       【家族が日本にいる場合】 

        ・申請者との続柄がわかる書類のコピー（国民健康保険証など） 

 

       【家族を日本に呼び寄せる場合】 

        ・申請者との続柄がわかる書類のコピー（結婚証明書など） 

        ・呼び寄せる家族の在留資格認定証明書、又は証明書の交付を申請したときに入

国管理局より発行される申請受理票のコピー 

 

         【家族を伴って来日する場合】 

        ・申請者との続柄がわかる書類のコピー（結婚証明書など）、日本で同居する家族

のパスポートのコピー 

 

      ○結婚予定の方は、入居日までに上記の書類が提出できることが申請条件となります。 

 

      ○申請時に上記の書類が提出できない方は、申請書に理由書を添付し、後日提出し

てください。 

      

 

     ④修学期間があと１年半の学生が、１年間入居を許可され、残り半年間の居住場所を 

探すのに苦労するケースが増えています。１年間居住後の部屋の延長はできませんの

で、考慮した上、お申込みください。 

 

  



 

 

(Ｂ)外国人留学生入居者の居住期間延長 

 

  １ 期間延長申請資格 

平成２７年１０月期に入居を許可され、入居許可期間が１年未満の者で、平成２８年４

月以降も引き続き居住を希望する者 

※延長できる期間は、６か月間 （平成２８年９月１５日まで）となります。 

  

２ 延長申請 

       居住期間の延長を希望する者は、次の書類を自分の所属する部局の教務担当係に提

     出してください。 

 

① 「東北大学国際交流会館及びユニバーシティ・ハウス居住期間延長申請書」 

（様式８－１） 

② 「東北大学国際交流会館及びユニバーシティ・ハウス居住期間延長申請者調書」   

 （様式８－２）     

 

      提出期限：2016年1月25日(月) 情報科学研究科教務係 
 

３ 選考及び入居許可 

        選考結果及び入居許可書を２月下旬頃に所属部局の長を通じ、申請者に通知します。 

 

 

 



【単身室一覧（H28.4月）】 ☆すべての居室には、机・椅子・ベッド・本棚・クローゼットがついています。

  駐車場 一時預り金

許可者のみ
入居時 台所 ｼｬﾜｰ・ﾄｲﾚ ランドリー

三条第一会館 1983 １年以内 ¥5,900 ¥1,000 ¥2,700 なし ○ 共用 共用 ○ × 業者に申込

三条第二会館 1994 １年以内 ¥22,800 ¥1,000 駐車場なし なし 共用 ○ 共用 ○ × 業者に申込

東仙台会館
（本館）

1972
修業年限

まで
¥10,000 ¥1,000 ¥2,000 なし 共用 共用 共用 ○ × 業者に申込

東仙台会館
（別館）

1991
修業年限

まで
¥22,000 ¥1,000 ¥2,000 なし ○ ○ 共用 ○ × 業者に申込

ＵＨ三条Ａ 2007 １年以内 ¥16,600 ¥2,500 ¥2,700 ¥30,000 共用 共用 共用 ○ ○
管理室に申請
月額2,160円

ＵＨ三条Ｂ 2007 １年以内 ￥17,000 ¥3,100 ¥2,700 ¥30,000 共用 ○ 共用 ○ ○
管理室に申請
月額2,160円

ＵＨ三条Ⅱ 2013 １年以内 ¥18,000 ¥2,500 ¥2,700 ¥30,000 共用 共用 共用 ○ × 業者に申込

ＵＨ片平 2013 １年以内 ¥20,000 ¥1,000 駐車場なし ¥30,000 共用 共用 共用 ○ × 業者に申込

・一時預り金は、退居時に精算して返金されますが、部屋の使用状況によっては追加で徴収されることがあります。

・寄宿料、共益費のほかに光熱費が毎月徴収されます。金額は施設や各自の使用量によって変わります。

・ユニバーシティハウスは日本人学生との混住になります。大型家電や家具などを持ちこむことはできません。

・三条第一会館は、退居時清掃業者を入れていないため、設備に多少の汚れがあります。

・三条第二会館には駐車場がありませんが、希望者は三条第一会館の駐車場を借りることができます。（2,700円）

エアコン 寝具 インターネット

部屋タイプ

設立年 居住期間  寄宿料 共益費



【夫婦室一覧（H28.4月）】 ☆すべての居室には、机・椅子・ベッド・本棚・クローゼットがついています。

  駐車場 一時預り金

許可者のみ
入居時 台所 ｼｬﾜｰ・ﾄｲﾚ ランドリー

三条第一会館 1983 １年以内 ¥9,500 ¥1,000 ¥2,700 なし ○ ○ ○ ○ × 業者に申込

三条第二会館 1994 １年以内 ¥32,000 ¥1,000 駐車場なし なし ○ ○ ○ ○ × 業者に申込

東仙台会館
（別館）

1991
修業年限

まで
¥33,000 ¥1,000 ¥2,000 なし ○ ○ 共用 ○ × 業者に申込

・寄宿料、共益費のほかに光熱費が毎月徴収されます。金額は施設や各自の使用量によって変わります。

・三条第一会館は、退居時清掃業者を入れていないため、設備に多少の汚れがあります。

・三条第一会館の夫婦室は、２階と３階で一室になっており、居室の中に階段があります。
　２階は寝室とユニットバス、３階はダイニングキッチンとリビングルームです。

・三条第二会館は、台所と洋室２室です。

・三条第二会館には駐車場がありませんが、希望者は三条第一会館の駐車場を借りることができます。（2,700円）

エアコン 寝具 インターネット設立年 居住期間  寄宿料 共益費

部屋タイプ



【家族室一覧（H28.4月）】 ☆すべての居室には、机・椅子・ベッド・本棚・クローゼットがついています。

  駐車場 一時預り金

許可者のみ
入居時 台所 ｼｬﾜｰ・ﾄｲﾚ ランドリー

三条第一会館 1983 １年以内 ¥9,500 ¥1,000 ¥2,700 なし ○ ○ ○ ○ × 業者に申込

三条第二会館 1994 １年以内 ¥50,000 ¥1,000 駐車場なし なし ○ ○ ○ ○ × 業者に申込

・寄宿料、共益費のほかに光熱費が毎月徴収されます。金額は施設や各自の使用量によって変わります。

・三条第一会館は、退居時清掃業者を入れていないため、設備に多少の汚れがあります。

・三条第一会館の家族室はリビングダイニングルーム１室と洋室１室です。

・三条第二会館の家族室は台所と洋室２室、和室１室です。

・三条第二会館には駐車場がありませんが、希望者は三条第一会館の駐車場を借りることができます。（2,700円）

エアコン 寝具 インターネット設立年 居住期間  寄宿料 共益費

部屋タイプ
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